
  　　保　護　者　会　会　則

　　　松戸市立八ヶ崎第二小学校　保護者会



第１条（名称）

本会は、松戸市立八ヶ崎第二小学校保護者会と称し、本部を松戸市立

八ヶ崎第二小学校内におきます。

第２条（目的）

本会は、家庭と学校と社会における児童の健全な生活と成長を援助する

ことを目的とします。

第３条（活動）

本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行います。

１. 学校教育活動の円滑な運営のための援助

２. 地域における児童の安全確保をはかる

３. 会員相互の教養を高め、親睦と交流をはかる

４. その他必要と認められた活動

　 但し、特定の政党の支持や宗教活動並びに営利を目的とした活動は

しません。

第４条（会員）

本会は、松戸市立八ヶ崎第二小学校に在籍する児童の父母、または

これにかかわる保護者を会員とします。

第５条（役員）

本会には次の役員をおきます。

１. 会　　　長 １名

２. 副　会　長 ２名

３. 書　　　記 ２名

４. 会　　　計 ２名

５. 会 計 監 査 ２名

第６条（役員の任期）

１. 役員の任期は１ヶ年とします。但し、再任を妨げません。

２. 欠員による補充は、その残任期間とします。

第７条（役員の任務）

第　２　章　＜役 員 お よ び 委 員＞

第　１　章　＜　総　則　＞
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１. 会　　　長 本会を代表し各会の招集、会務を統括します。

２. 副　会　長 会長を補佐し会長事故あるときは会長職を代行します。

３. 書　　　記 庶務、会議議事録及び各会通知文書を作成保管します。

４. 会　　　計 会計を担当し金銭出納事務を主務として行います。

５. 会 計 監 査 会計が正しく運用されているか否かを監査します。

第８条（役員の選出）

１. 第５条に定める役員は、本部役員において選出し、会員に対し

信任確認の文章を配付して承認を得るものとします。

２. 前項の承認は、所定の期日までに異議の申し立てが出ない場合、

またはその数が一定数に満たない場合は承認されたものとみなします。

３. 異議の申し立てがあった場合は、本部役員において内容を確認し、

必要に応じて関係者への聞き取り等を行い、再検討を行います。

４. 役員に欠員が生じた場合は、本部役員において後任者を選出し、

新任確認の文書配付等により、前各項に準じて承認を得るものとします。

第９条（委員）

本会には次の委員をおきます。

１. 学　　級　　委　　員 各学級ごと２名

２. 地　　区　　委　　員 各地区ごと１名

３. レクリエーション委　員 各学級ごと２名

４. 特　　別　　委　　員 特別活動の立案と共に適宜選出

第１０条（委員の任期）

委員の任期は１ヶ年とします。

但し、特別委員はこの限りではありません。

第１１条（委員の任務）

１. 学　級　委　員

① 各学年ごとに学級委員を選出します。

② 必要に応じて、委員の中から代表者を選出することができます。

③ 八の子まつりにおけるコーナーの企画・運営を行います。

④ その他、学校行事の補助及びボランティア活動を行います。

２. 地　区　委　員

① 各地区委員の中から、正副委員長を各１名選出します。

② 地域の諸団体との連携を図り、児童の緊急避難及び校外の

安全指導を行います。

2



③ その他、学校行事の補助及びボランティア活動を行います。

３. レクリエーション　委　員

① 本部役員の選出時に、同様の方法・同時期に正副委員長を

各１名選出します。

② 八の子まつり全体の運営・補助及びコーナーの企画・運営を行います。

③ その他、学校行事の補助及びボランティア活動を行います。

４. 特　別　委　員

特別に計画された活動を運営します。

第１２条（本部役員経験者の卒業式優先席）※会計監査を除く

１. 卒業式における優先席は、本部役員経験者のこれまでの活動への

配慮として設けるものとする。

２. 優先席の対象者は、在学中に本部役員を経験した会員とする。

３. 優先席は、１家庭につき２名までとする。

４. ただし、同一家庭において複数の卒業生がいる場合には、

この限りではない。

第１３条（会議）

本会を運営するため、次の会議をおきます。

１. 総 　 　 　 　 会 ５. 地 区 委 員 会

２. 代  表  委  員  会 ６. レクリエーション 委 員 会

３. 運  営  委  員  会　 ７. 特 別 委 員 会

４. 学 級・学 年 委 員 会

第１４条（総会）

総会は本会の最高議決機関として年１回会長が招集します。

但し、運営委員会が必要と認めるときは、臨時に開催することができます。

第１５条（総会の成立・決議）

１. 会員の中から議長を互選して、議長が会議を主宰します。

２. 会議は会員の１／3以上の出席を以て成立し、議決はその過半数を

　  持って決します。可否同数の場合は議長がこれを決します。

３. 委任状は出席と認めます。

第　３　章　＜　会　議　＞
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第１６条（総会の議事）

総会は次の事項を審議します。

① 前年度の活動報告

② 前年度の会計決算報告並びに会計監査報告

③ 新年度の役員の承認

④ 新年度の活動計画案

⑤ 新年度の予算案

⑥ その他の事項

第１７条（代表委員会）

１. 会計監査を除く役員と全学級委員及び地区、レクリエーション委員会の

正副委員長とで構成し、総会に次ぐ議決機関として必要に応じ、会長が

これを招集します。

２. 会議は構成員の過半数を以て成立し、議決はその過半数を以て決します。

３. 代表委員会は次の事項を審議します。

① 総会に提出する議案

② 運営委員会で必要と認めた議案

第１８条（運営委員会）

１. 会計監査を除く役員、学級委員の代表者、地区委員長、

レクリエーション委員長を以て構成し、定期的に開催し、

 必要に応じて、随時会長が招集します。

２. 運営委員会は次の事項を審議します。

活動の企画、立案、運営全般にわたる事項

第１９条（会費）

本会の経費は会費その他の収入を以てこれにあてます。

毎年５月１日に在籍している世帯を対象とし、会費は一世帯当たり、

年会費１,５００円を年度初めに一括納入します。

５月２日以降の転入・転出者からの徴収及び返却を行わないものとします。

　

第２０条（会計年度）

会計年度は４月１日より翌年３月３１日を以て１期とします。

第　４　章　＜　会　計　＞

第　５　章　＜　附　則　＞
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第２１条（発効）

本会則は平成元年７月１７日を以て発効します。

本会則は平成３年２月１９日を以て一部改正します。

本会則は平成５年５月１１日を以て一部改正します。

本会則は平成８年３月８日を以て一部改正します。

本会則は平成９年４月２４日を以て一部改正します。

本会則は平成１８年４月２８日を以て一部改正します。

本会則は平成２０年４月２５日を以て一部改正します。

本会則は平成２２年４月２３日を以て一部改正します。

本会則は令和７年５月１３日を以て、一部改正します。

　（会費に関する規定の改正）

本会則は令和８年５月９日を以て、一部改正します。

　（役員の任期に関する規定の見直し、役員の選出方法の変更、

　　委員構成の変更[ベルマーク委員、文化委員、広報委員及び

　　役員選考委員会の廃止]、委員の任務の見直し、

　　レクリエーション委員の新設及び第12条の新設 等）

第２２条（改廃）

本会則は、総会の議決により改廃することができます。

（弔慰及び見舞い）

１. 弔慰金

会員、児童並びに教職員の弔慰に対し次の弔慰金をおくります。

① １０,０００円

② １０,０００円

③ １０,０００円

２．見舞金

児童並びに教職員の７日以上の入院に対し次の見舞金をおくります。

① 　５,０００円

② 　５,０００円

＜　内　規　＞

本 校 教 職 員

本 校 教 職 員

  本校在籍児童

  会　　　　員

本校在籍児童
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